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一般財団法人地方競馬共済会特別給付規程 

 

平成 ４年 ３月 ６日 ３地競共第 ８６９号 

改正 平成 ４年 ６月１９目 ４地競共第 ２１６号 

平成 ７年 ３月２０日 ６地競共第１０３５号 

平成１２年 ３月１５日１１地競共第１０２０号 

平成１６年 ９月２４日１６地競共第 ４００号 

平成２２年 ３月１８日２１地競共第 ６５３号 

平成２４年 ３月３１日２３地競共第 ７８０号 

平成２５年 ３月１４日２４地競共第 ６５３号 

平成２７年 ６月１６日２４地競共第 １４４号 

令和 ２年 ３月１０日 元地競共第 ５３２号 

令和 ３年 ６月２１日 ３地競共第 １３０号 

令和 ４年 ３月１７日 ３地競共第 ５１０号 

 令和  ８年  ３月３１日  ７地競共第 ６２３号 

 

（趣旨） 

第１条  騎手の業務中の事故に対する特別の給付（以下「特別給付」という。）

については、一般財団法人地方競馬共済会給付規程（以下「給付規程」

という。）及び一般財団法人地方競馬共済会会員規程（以下「会員規

程」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 （給付の財源） 

第２条  特別給付の財源は、会員会費、地方競馬主催者及び地方競馬全国協会

の助成金とする。 

（特別給付） 

第３条  一般財団法人地方競馬共済会（以下「共済会」という。）は、会員で

ある騎手の業務中の事故に対し、給付規程第５条、第６条及び第７条

の規定による給付のほか、当該会員又はその遺族に対しこの規程の定

めるところにより第７条に規定する特別給付を行う。 

 （給付対象業務） 

第４条 第１条に規定する騎手の業務中とは、次に掲げるものをいう。 

（１） 競走、調教のための騎乗又はこれらに関連する業務 

（２） 競馬の開催に関連する競走馬の取扱いに関する業務 

（３） その他理事長が給付対象と認めた業務 
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（特別給付受給資格者） 

第５条 会員である騎手が特別給付の受給資格を得ようとするときは、第20条

第２項の規定により納入すべき特別会費を添えて、理事長が別に定める

様式の特別給付受給資格取得申請書を理事長に提出しなければならない。 

２  会員である騎手は、理事長が前項の規定による申請書を受理した日に特

別給付の受給資格を取得する。 

（資格の喪失） 

第６条 前条第２項の規定により特別給付の受給資格を取得した者（以下「特

定会員」という。）が第20条第１項の規定に違反したときは、特定会員とし

ての資格を失う。 

（特別給付の種類） 

第７条 共済会は、特定会員の業務中の事故に起因する死亡及び負傷に対し、

次の特別給付を行う。 

（１）特別遺族給付 

（２）特別障害給付 

（３）特別入院給付 

（４）特別通院給付 

（特別遺族給付） 

第８条 特別遺族給付は、特定会員が業務中の事故により傷害を被り、その直

接の結果として、事故の日から起算して１８０日以内に死亡した場合にその

遺族に対して行うものとし、その金額は、２，５００万円とする。ただし、

この場合において、その特定会員が業務中の同一の事故により傷害を被り、

すでに第７条第２号に規定する特別障害給付を受けているときは、これを特

別遺族給付の内払とみなす。 

２ 特別遺族給付の判定は、医師が作成した診断書又は死体検案書のほか、労

働者災害補償保険法に基づく保険給付の受給権者である会員（以下「労災保

険適用会員」という。）にあっては、同法施行規則第19条又は20条に基づい

て通知された文書（以下「労災保険支給決定通知書」という。）によるもの

とする。 

３ 一の年度中にすでに支給した特別障害給付がある場合には、特別遺族給付

支給額は、２，５００万円から当該特別障害給付支給額を控除した残額とす

る。 

（特別障害給付） 

第９条 特別障害給付は、特定会員が業務中の事故により傷害を被り、その直

接の結果として、事故の日から起算して１８０日以内に障害（身体に残され

た将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、
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かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいう。以下同じ。）が残

った場合に行うものとし、その金額は、障害の程度に応じて特別障害給付基

準表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事故の日から起算して１８０日を超えてなお治

療を要する状態にある場合は、事故の日から起算して１８１日目以降におけ

る医師の診断に基づき障害の程度を認定し、その程度に応じ、特別障害給付

基準表により給付する。 

３ 障害の程度は、医師が作成した診断書のほか、労災保険適用会員にあって

は、労災保険支給決定通知書に基づき判定するものとする。 

４ 既に身体に障害のあった特定会員が、業務中の事故により傷害を被り、同

一の部位について障害の程度を加重した場合又は同一の部位につき障害の程

度に変更があって前の障害より重い障害等級に該当するに至った場合におけ

る特別障害給付は、新たに該当するに至った障害等級に応ずる特別障害給付

の額から従前の特別障害給付の額を差引いた額とする。 

５ 特別障害給付支給額は、一の年度を通じて２，５００万円を限度とする。 

（特別入院給付） 

第10条 特別入院給付は、特定会員が業務中の事故により傷害を被り、その直

接の結果として、平常の業務に従事し、又は平常の生活ができなくなり、４

日以上の入院（医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困

難なため、病院又は治療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念す

ることをいう。以下同じ。）をした場合に行うものとし、その金額は、１日

につき２，０００円とする。ただし、事故の日から起算して１８０日以内の

入院に限る。 

２ 入院中、医師が治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部又は必

要部位に切除、摘出等の処置をした場合、1回に限り２０，０００円を第１項

の特別入院給付に加算する。ただし、当該給付金を支払わない事由に該当す

るものについては理事長が別に定める。 

（特別通院給付） 

第11条 特別通院給付は、特定会員が業務中の事故により傷害を被り、その直

接の結果として、平常の業務に従事し、又は平常の生活ができなくなり、４

日以上の通院（医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通

い若しくは往診により、医師の治療を受けることをいう。以下同じ。）をした

場合に行うものとし、その金額は、通院１日につき１，０００円とする。た

だし、事故の日から起算して１８０日以内の通院を対象とし、９０日を給付

の限度とする。 
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（特別給付の給付対象期間） 

第12条 特別給付は、会員が特定会員としての資格を取得した日以降その資格

を喪失する日までの間に生じた事由に対し、これを行う。 

 ２ 前項給付は、会員規程第８条第２項の規定による特別会費を納入した期

間に発生した事象を対象とする。 

（請求権の消滅） 

第13条 特別給付の請求権は、次の各号に規定する日から２年を経過したとき

は、時効によって消滅する。 

（１）特別遺族給付については、特定会員の死亡した日 

（２）特別障害給付については、症状が固定したと診断された日又は事故の日

から180日を経過した日のいずれか早い日 

（３）特別入院給付については、退院の日又は事故の日から180日を経過した

日のいずれか早い日 

（４）特別通院給付については、治癒の日又は事故の日から180日を経過した

日のいずれか早い日 

（特別給付の判定） 

第14条 第８条から第11条において、特定会員が業務中の事故により傷害を被

り、その直後の結果として、死亡し、障害が生じ、入院し又は通院したもの

であるかどうかの判定は、共済会が行うものとする。 

２ 第18条第１項又は第２項において、特定会員が業務中の事故により傷害を

被ったとき、既に存在していた身体の障害その他の影響により傷害が重大と

なったものか又は死亡したかどうかの判定は、共済会が行うものとする。 

３ 第１項及び第２項に掲げる共済会が行う判定にあっては、予め共済会と業

務委託契約を締結した医師の医学鑑定業務に基づくものとする。 

（特別給付の申請） 

第15条 特定会員又はその遺族は、第７条に掲げる特別給付の事由が生じた場

合、それぞれの給付の種類に応じて、理事長が別に定める特別給付申請書を

理事長に提出しなければならない。 

（特別遺族給付の受給者） 

第16条 特別遺族給付は、当該特定会員の死亡により給付規程第７条の遺族給

付を受ける者に支給する。 

（特別給付の制限） 

第17条 次の各号の一に該当するときは、その特別給付は支給しない。 

（１）特別給付の原因となる事故の発生について、特定会員に意図した故意が

あるとき。 

（２）特別給付に関し虚偽又は不正の事実に基づいて申請したとき。 
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（特別障害給付の減額） 

第18条 特定会員が業務中の事故により傷害を被ったとき、既に存在していた

身体の障害若しくは疾病の影響により、又は業務中における事故により傷害

を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の

影響により傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する

給付金額とする。 

２ 正当な理由がなく、特定会員が治療を怠ったことにより業務中の事故によ

る傷害が重大となった場合、又は特別遺族給付を受けることのできる者が特

定会員に治療を受けさせなかったことにより特定会員が死亡した場合は、そ

の影響がなかったときに相当する給付金額とする。 

（審査の請求） 

第19条 給付規程第28条の規定は、特定会員又はその遺族が、この規定に基づ

いて行う特別給付に係る共済会の決定に異議がある場合に、これを準用する。 

（特別会費） 

第20条 特定会員は、特別会費として、毎年４月１日から翌年３月31日までの

期間について30,000円を、その期間が始まる前日までに共済会に一括して納

入しなければならない。 

２ 新たに特定会員となった者の初年度の特別会費は、前項の規定にかかわら

ず、４月１日から９月30日までに特定会員になった者にあっては30,000円、

その他の者にあっては15,000円とする。 

３ 納入済みの特別会費は、特定会員が年度途中においてその資格を喪失した

場合にも、返還しない。 

（特定会員の義務） 

第21条 特定会員は、特別給付に関する共済会の指示、調査等に協力しなけれ

ばならない。 

 

附 則 

この規程は、平成４年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成４年６月19日から実施し、平成４年６月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成７年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成12年４月１日から実施し、平成12年４月１日の事故から適

用する。 

附 則 
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この規程は、平成17年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成22年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法入の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律(平成18年法律第50号)第121条第１項において読み替えて準用する同法

第106条第１項に定める一般法人の設立の登記のあった日(平成25年４月１日)

から実施する。 

附 則 

改正後の規程は平成27年６月16日から実施し、平成27年４月１日から適用す

る。 

附 則 （令和 2年 3月 10日元地競共第 532号） 

この規程は、理事会の決議があった日（令和２年３月 10日）から実施し、令

和２年４月 1日から適用する。 

附 則 （令和 3年 6月 21日３地競共第 130号） 

この規程は、令和３年６月 21日から実施する。 

附 則 （令和 4年 3月 17日３地競共第 510号） 

１ この規程は、令和４年４月１日から実施する。 

２ この規程改正の際、現に実施されている改正前の様式による申請は、改正

後の様式により提出されたものとみなす。 

附 則 （令和 8年 3月 31日７地競共第 623号） 

１ この規程は、令和８年４月１日から実施する。 

２ 令和８年３月 31 日以前に発生した事故に対する特別給付の支給にあって

は、なお従前の例による。 

３ この規程改正の際、現に実施されている改正前の様式による申請は、改正

後の様式により提出されたものとみなす。 
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特別障害給付基準表 

 

障害の等級 給  付  金  額 

１ 2,500万円 

2 2,225万円 

3 1,950万円 

4 1,725万円 

5 1,475万円 

6 1,250万円 

7 1,050万円 

8   850万円 

9   650万円 

10   500万円 

11   375万円 

12   250万円 

13   175万円 

14   100万円 

（備考） 

障害の等級は、労働基準法施行規則（昭和 22年厚

生省令第 23号）別表第二（第 40条関係）による。 

 

 

 

 


